
浸水深30ｃｍ以上となる区域 様式２（大竹市）

市区町 備考
阿多田 68,446,449番地を除く区域に限る
小方 一丁目 1番3・22号,7～9番の各区域に限る
北栄

玖波 一丁目
2,3,6,12番及び国道2号線から海側の各区域
に限る

玖波 二丁目 国道2号線から海側の区域に限る
玖波 三丁目 国道2号線から海側の区域に限る

玖波 四丁目
8番（ただし，ゆうあいホーム北東側）,9番
（ただし市道玖波青木線から海側）の各区域
に限る

白石 一丁目 7～10,12～14,16,18,19番の各区域に限る
白石 二丁目 1番の区域に限る
新町 一丁目
新町 二丁目
新町 三丁目

立戸 一丁目
10番及び市道中市立戸線から海側の区域に限
る

立戸 二丁目
11番43・40号及び市道中市立戸線から海側の
区域に限る

立戸 三丁目
市道玖波青木線から海側及び4番12号から海
側,5番,9～11番の区域に限る

立戸 四丁目
西栄 一丁目
西栄 二丁目
西栄 三丁目
東栄 一丁目
東栄 二丁目
東栄 三丁目
本町 一丁目 4番を除く区域に限る
本町 二丁目 1，13～15番に限る各区域に限る
南栄 一丁目
南栄 二丁目
南栄 三丁目
御幸町
明治新開
油見 一丁目 1,2,6,7,12～15番の各区域に限る
油見 二丁目 1～8番の各区域に限る
油見 三丁目
晴海 二丁目 小方港に限る

大字等

大竹市


